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一 

 



 

去
る
五
月
二
十
二
日
、
伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
主
意
書
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
六
月
四
日
付 

 

を
も
つ
て
政
府
か
ら
の
答
弁
書
に
よ
る
回
答
が
あ
つ
た
。
政
府
か
ら
の
答
弁
書
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
い
く
つ
か 

 

の
点
に
お
い
て
不
明
確
で
納
得
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
、
再
度
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 

伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
る
問
題
の
重
大
性
と
緊
急
性
に
か
ん
が
み
、
速
や
か
に
政
府
見
解
を
明
ら
か 

に
さ
れ
た
い
。 

一 

政
府
答
弁
書
「
第
四
項
」
に
あ
る
伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
環
境
審
査
は
い
つ
開
始
さ
れ
た
の
か
。 

二 

政
府
答
弁
書
「
第
五
項
」
に
よ
る
と
、
地
下
水
脈
に
関
す
る
水
文
学
的
特
性
に
つ
い
て
「
整
備
す
る
こ
と
と
し 

 
学
識
経
験
者
の
氏
名
、
人
数
、
専
門
分
野
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
同
審
査
結
果
判
定
の
た
め
の
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
取
す
る
制
度
上
の
裏
付
け
は
な
に
か
。 

伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

環
境
庁
長
官
は
、
六
月
四
日
の
閣
議
で
「
伊
達
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
資
料
を
通
産
省
か
ら
取
り
寄
せ
て
、
石
油 

 

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
環
境
基
準
を
作
成
す
る
」
旨
の
発
言
を
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
（
六
月
五
日
読
売
新
聞
） 

三 

政
府
答
弁
書
「
第
六
項
」
で
「
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
は
消
防
法
で
規
制
さ
れ
、
電
気
事
業
法
第
四
十
八
条

の
技
術
基
準
に
は
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
含
ま
れ
な
い
。
」
と
し
て
い
る
が
、
電
気
事
業
法
第
四
十
八
条
の
技
術
基 

 

準
の
本
旨
は
な
に
か
。 

て
い
る
」
と
あ
る
が
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
の
「
伊
達
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
設
置
に
係
る
環
境
保
全
対
策
」（
昭
和
五

十
一
年
五
月
）
資
料
編
に
は
、
そ
れ
ら
を
欠
い
た
ま
ま
北
海
道
庁
に
提
出
し
て
い
る
。
調
査
結
果
が
出
な
い
う 

 

ち
に
対
策
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
通
産
省
の
行
政
指
導
に
よ
る
も
の
か
。 

ま
た
当
該
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
、
施
行
規
則
第
三
十
一
条
別
表
第
二
の
施
設
で
あ
る
が
、
施
設
の
安
全
性
と
い 

 

う
最
重
要
問
題
に
関
し
て
、
電
気
事
業
法
が
技
術
基
準
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
理
由
は
な
に
か
。 

右
の
長
官
発
言
は
環
境
庁
設
置
法
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
の
い
ず
れ
か
に
基
づ
く
権
限
行
使
と
考
え
て 

四 

 



 

五 

政
府
答
弁
書
「
第
六
項
」
に
よ
れ
ば
、
当
該
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
は
消
防
法
で
規
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ

て
い
る
が
、
伊
達
、
室
蘭
両
市
は
設
置
許
可
者
で
あ
る
北
海
道
知
事
と
の
間
で
十
分
な
情
報
交
換
を
行
つ
た
か
。

然
り
と
す
れ
ば
そ
の
日
時
、
場
所
、
参
加
者
、
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。 

六 

伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
し
て
ル
ー
ト
沿
線
農
家
は
、
農
業
活
動
の
今
後
の
発
展
に
大
き
な
危
機
の
念 

を
抱
い
て
い
る
。 

本
質
問
主
意
書
「
第
二
項
」
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
地
下
水
脈
に
関
す
る
調
査
（
流
向
、
流
速
、
地
下
水
層

厚
）
な
ど
、
必
要
な
資
料
を
欠
い
た
ま
ま
「
対
策
」
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
環
境
庁
設
置
法
の
趣
旨
か
ら
み

て
妥
当
性
を
欠
く
と
思
う
が
ど
う
か
。 

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
環
境
審
査
に
当
た
つ
て
、
こ
れ
が
農
業
、
農
作
物
な
ど
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
ど
の
よ 

 

う
な
調
査
が
な
さ
れ
た
の
か
。 

よ
い
か
。 

五 

 



 

 

六 

ま
た
、
こ
の
調
査
を
行
つ
た
の
は
い
か
な
る
調
査
機
関
で
あ
る
か
。
こ
の
調
査
結
果
の
判
定
は
い
か
な
る
学 

 

識
経
験
者
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
氏
名
、
人
数
、
専
門
分
野
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


